
●阿南署管内平成24年８月分合計　※カッコ内は１月からの累計

交 通 事 故
件　　数 260件 （1,801）
死　　者 0人 （1）
負 傷 者 33人 （245）

救　　　 急
件　　数 289件 （2,194）
搬送人員 279人 （2,101）

火  災
件　　数 5件 （21）
損 害 額 11,860千円（20,145千円）

あぶない！こんなに事故が
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阿
南
市
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ

モ
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
（
ａ
ｕ
）
お
よ
び

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
提
供
す
る
「
緊

急
速
報
メ
ー
ル
」
を
利
用
し
て
、

災
害
が
発
生
ま
た
は
発
生
す
る
恐

れ
が
あ
る
場
合
な
ど
に
、
避
難
勧

告
な
ど
の
緊
急
情
報
を
携
帯
電
話

に
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

配
信
エ
リ
ア
は
阿
南
市
内
（
通

勤
者
、
旅
行
者
等
を
含
む
）
で
、

通
信
料
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

緊
急
速
報
メ
ー
ル
の
テ
ス
ト
配

信
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

次
の
日
程
で
緊
急
速
報
メ
ー
ル

の
テ
ス
ト
配
信
を
行
い
ま
す
の

で
、受
信
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

10
月
15
日
㈪　

午
後
零
時

30
分

配
信
の
件
名　

緊
急
速
報
メ
ー
ル

テ
ス
ト
配
信

配
信
内
容　
【
訓
練
】
緊
急
速
報

メ
ー
ル
テ
ス
ト
配
信

配
信
エ
リ
ア　

阿
南
市
内

ご
注
意
く
だ
さ
い
「
緊
急
速
報

メ
ー
ル
」
対
応
外
の
機
種
は
受
信

で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、マ
ナ
ー
モ
ー

ド
に
設
定
し
て
い
て
も
、
着
信
音

が
鳴
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
緊
急
速
報
メ
ー
ル
対
応
機
種

は
、
各
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

実
際
に
は
次
の
よ
う
な
メ
ー
ル

が
配
信
さ
れ
ま
す

　

災
害
発
生
時
等
に
は
次
の
よ
う

な
文
例
の
情
報
が
発
信
さ
れ
ま
す

の
で
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
例
文
】

　

こ
ち
ら
は
阿
南
市
で
す
。
本
日

午
前
○
時
○
分
、
徳
島
県
沿
岸
域

に
大
津
波
警
報
が
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
沿
岸
部
に
い
る
方
は
、
直
ち

に
高
台
等
へ
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

防
災
対
策
課　

（
☎
22
‐
９
１
９
１
）
へ

10
月
15
日
㈪
午
後
零
時
30
分
に

緊
急
速
報
メ
ー
ル
テ
ス
ト
配
信
を
実
施
し
ま
す

行政相談週間
～あなたの声をお聞かせください～

　10月15日㈪～ 21日㈰は「行政相談週間」
です。市では、行政相談委員が無料で相談
に応じます。
　行政の制度や仕組みが分からないなど、お
気軽にご相談ください。秘密は固く守られ
ます。
《日程表》

開催時間　午前９時30分～ 11時30分
問い合わせは　市民生活課（☎22−1116）へ

開 催 日 場　　　所 電話番号

10月15日㈪ 大 野 公 民 館 22−1564

16日㈫ 那 賀 川 支 所 42−1111

17日㈬ 橘住民センター 27−0001

18日㈭ 羽 ノ 浦 公 民 館 44−1120

上・下水道工事のお知らせ
　現在、富岡町の下図工事区間において、汚水管渠築造工事および
上水道布設替工事を行っています。工事による通行止め等で市民の
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、長い間ご迷惑をお掛けしています富岡商店街の工事は10
月末に完了予定です。
問い合わせは　下水道課（☎22‐1796）へ

工事区間



【記載例】

7 7 0 8 0 0 7

徳
島
市
新
浜
本
町
二
丁
目
３
番
６
号

公
益
社
団
法
人 

徳
島
県
獣
医
師
会
行

犬・猫の別
名 前
年 齢
性 別
毛 色

郵便往復はがき

郵便往復はがき

申込者　　住　　所
　　　　　氏名（フリガナ）
　　　　　電話番号

（犬の場合）
犬の登録番号
　平成　　年度　 第　　　　号
狂犬病予防注射済票番号
　平成２４年度　 第　　　　号

申
込
者
の

住
　 

所

氏
　 

名

返　信

往　信

避妊・去勢手術助成申込書

官製往復はがき（表面）

　　　　　　　（裏面）
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犬
猫
の
避
妊
・
去
勢
手
術
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　

飼
い
犬
お
よ
び
飼
い
猫

（
犬
は
登
録
と
今
年
度
の
狂
犬

病
予
防
注
射
の
実
施
済
で
あ
る

こ
と
）
に
、
11
月
15
日
㈭
か
ら

平
成
25
年
１
月
20
日
㈰
ま
で
の

間
に
避
妊
・
去
勢
手
術
を
受
け

ら
れ
る
市
民
の
方

※
期
間
外
に
手
術
を
受
け
ら
れ

る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

助
成
額　

１
頭
に
つ
き
5
千
円

助
成
予
定
数　

犬
猫
合
計
50
頭

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

申
込
方
法　

官
製
往
復
は
が
き

に
①
犬
・
猫
の
別
、
名
前
、
年

齢
、
性
別
、
毛
色
②
犬
の
場
合

は
、
登
録
番
号
お
よ
び
狂
犬
病

予
防
注
射
済
票
番
号
③
飼
い
主

の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
④

返
信
用
は
が
き
の
宛
名
を
明
記

の
う
え
、郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
結
果
は
返
信
用
は
が
き

で
ご
連
絡
し
ま
す
。

〒
７
７
０
‐
８
０
０
７　

徳
島

市
新
浜
本
町
2
丁
目
3
番
6
号

公
益
社
団
法
人
徳
島
県
獣
医
師
会

申
込
期
間　

10
月
１
日
㈪
～
31

日
㈬
必
着

助
成
方
法　

当
選
は
が
き
を
受

け
取
っ
た
方
は
、
県
内
の
動
物

病
院
に
事
前
に
問
い
合
わ
せ
の

う
え
、は
が
き
を
提
示
し
、手
術

料
か
ら
５
千
円
を
差
し
引
い
た

額
で
手
術
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
22
‐
１
５
９
０
）
ま
た
は

公
益
社
団
法
人
徳
島
県
獣
医

師
会
（
☎
０
８
８
‐
６
６
３
‐

６
６
０
７
）へ

知
っ
て
い
ま
す
か
？

徳
島
県
は
犬
猫
の

殺
処
分
数
が

全
国
ワ
ー
ス
ト
５
に

入
っ
て
い
ま
す

　

昨
年
県
内
で
殺
処
分
さ
れ
た
犬

は
１
７
８
８
頭
（
う
ち
子
犬
が
半

数
）、
猫
は
１
４
２
７
頭
（
う
ち

子
猫
が
３
分
の
２
以
上
）で
し
た
。

避
妊
・
去
勢
手
術
に
よ
り
不
幸

な
命
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

　

殺
処
分
数
の
多
く
を
子
犬
、
子

猫
が
占
め
て
い
ま
す
。

飼
い
犬
、
飼
い
猫
を
放
し
飼
い

に
し
た
り
、
迷
子
に
し
な
い
で

く
だ
さ
い

　

家
に
帰
れ
ず
野
犬
、
野
良
猫
と

し
て
処
分
さ
れ
る
場
合
が
多
い
た

め
、
犬
は
登
録
し
鑑
札
を
首
輪
に

装
着
し
ま
し
ょ
う
。
猫
に
は
迷
子

札
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

飼
い
犬
、飼
い
猫
は
責
任
を
持
っ

て
最
後
ま
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

飼
え
な
く
な
っ
た
等
の
理
由
で

毎
年
多
く
の
犬
や
猫
が
持
ち
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
の
大
多
数

は
殺
処
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

阿
南
保
健
所

（
☎
22
‐
０
０
７
２
）
へ

犬
猫
の
避
妊
・
去
勢
手
術
費
用
の
助
成

ご
み
収
集
作
業
補
助
員

（
臨
時
的
任
用
職
員
）を

募
集

　

環
境
管
理
事
務
所
に
お
い
て
、

11
月
か
ら
臨
時
的
に
勤
務
す
る
職

員
の
選
考
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

試
験
区
分　

作
業
補
助
員

業
務
内
容　

家
庭
ご
み
収
集
業
務

受
験
資
格　

昭
和
25
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方

採
用
予
定
人
員　

４
人

任
用
期
間　

11
月
１
日
㈭
～
平
成

25
年
３
月
29
日
㈮

賃
金　

日
額
９
５
０
０
円

勤
務
時
間　

原
則
と
し
て
月
曜
日

～
金
曜
日
の
午
前
７
時
30
分
～
午

後
４
時
15
分

休
暇　

任
用
期
間
に
応
じ
て
有
給

休
暇
あ
り

保
険
等　

社
会
保
険（
健
康
保
険
、

厚
生
年
金
保
険
、雇
用
保
険
）
は
、

各
法
令
の
定
め
に
よ
り
加
入

試
験
日　

10
月
21
日
㈰

試
験
内
容　

面
接
試
験
お
よ
び
体

力
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す
。

申
込
方
法　

人
事
課
備
え
付
け
の

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
人
事
課
へ
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
申
込
用
紙
は
、
10
月
１

日
㈪
以
降
に
お
渡
し
し
ま
す
。

申
込
期
間　

10
月
１
日
㈪
～
10
日

㈬
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜

日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
に
規
定
す
る
休
日
は
受
付
で

き
ま
せ
ん
。

※
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
等
は
目

的
外
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
は　

人
事
課
（
☎
22

‐
１
１
１
２
）
へ

国民年金保険料の
納め忘れは
ありませんか

　過去10年以内に国民年金保険料
の納め忘れの期間のある方は、お
申し込みにより、平成24年10月～
平成27年９月の３年間に限り、納
付可能期間が過去２年から10年に
延長されます（「後納制度」）。対象
となる条件や申込方法等について
は、日本年金機構または徳島南年
金事務所へお問い合わせください。

問い合わせは
国民年金保険料専用ダイヤル

（☎0570‐011‐050）または
徳島南年金事務所

（☎088‐652‐3114）へ
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QA

年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

障
害
基
礎
年
金
は
ど

の
よ
う
な
と
き
に
受
け

ら
れ
ま
す
か
。

　

国
民
年
金
の
加
入
中
等

に
初
診
日
（
初
め
て
医
師

の
診
断
を
受
け
た
日
）
が
あ
る
病

気
や
け
が
な
ど
で
障
が
い
の
状
態

に
な
っ
た
と
き
、障
害
認
定
日
（
初

診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経
過
し

た
日
ま
た
は
、
そ
の
期
間
内
に
症

状
が
固
定
し
た
日
）
に
お
い
て
、

障
害
等
級
の
１
級
ま
た
は
２
級
に

該
当
し
た
場
合
は
、
障
害
基
礎
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
初
診
日
の
前
日
に
お

い
て
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の

う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
（
免

除
・
猶
予
期
間
を
含
む
）
が
３
分

の
２
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
。（
初

診
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
以
前

に
あ
る
と
き
は
、
特
例
と
し
て
初

診
日
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１

年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。）

　

な
お
、
20
歳
前
に
初
診
日
の
あ

る
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
が
い

の
状
態
に
な
っ
た
方
は
、
障
害
等

級
の
１
級
ま
た
は
２
級
に
該
当
す

れ
ば
20
歳
か
ら
（
障
害
認
定
日
が

20
歳
以
後
の
場
合
は
、
障
害
認
定

日
か
ら
）
受
給
で
き
ま
す
。

 

問
い
合
わ
せ
は　

保
険
年
金
課

（
☎
22 

― 

１
１
１
８
）
へ

A Q

元
本
保
証
だ
と
思
っ
て
い
た
の

に
…
投
資
信
託
の
ト
ラ
ブ
ル

　

投
資
信
託
に
関
す
る
相
談
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
契
約
当
事
者
は

高
齢
者
が
多
く
、
契
約
金
額
が
一

千
万
円
を
超
え
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
契
約
前
に
「
元
本
割
れ

す
る
と
は
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
」

と
い
う
相
談
や
、
説
明
が
あ
っ
て

も
契
約
す
る
消
費
者
に
と
っ
て
は

十
分
で
な
く
、
誤
解
か
ら
ト
ラ
ブ

ル
が
起
き
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

　

投
資
信
託
は
預
貯
金
と
は
異
な

り
元
本
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
認
識
し
、
契
約
す
る

場
合
は
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
投
資
信
託
の
中
に

は
、
リ
ス
ク
や
仕
組
み
が
複
雑
な

商
品
も
あ
り
ま
す
。
十
分
に
理
解

で
き
な
い
場
合
、
契
約
は
控
え
ま

し
ょ
う
。

消費生活センターをご利用ください
　消費生活に関するさまざまなトラブルの
相談を受けます。まずはご連絡ください。
場所　社会福祉会館３階（阿南駅前）
相談時間　9：30 ～ 16：30
相談員　消費生活相談員
相談料　無料
休館日　土・日・祝日・年末年始

◆法定検査
　浄化槽を設置している場合は、法律により１年に
１回、放流水の水質検査を受検することが義務づけ
られております。
　この検査は、徳島県知事が指定した機関である（公
社）徳島県環境技術センターが実施いたしますので、
通知があった場合は、必ず受検してください。
※浄化槽法改正（平成18年２月１日）により、未受
検者には罰則規定が設けられています。
◆保守点検
　浄化槽の保守点検は、県知事登録の業者に委託し
てください。
　浄化槽の保守点検は２～４カ月に１回以上実施し
なければなりません。
　この保守点検を行うためには専門的な知識や器具

が必要ですので、県知
事に登録した専門業者
に委託して実施してく
ださい。
◆清　　掃
　浄化槽の清掃は、１
年に１回以上必要です。
　浄化槽の清掃は１年
に１回以上実施するこ
とが義務づけられています。市町村長が許可した業
者に委託してください。

問い合わせは　
公益社団法人徳島県環境技術センター （☎088‐636
‐1234）または市環境保全課（☎22‐3413）へ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
問
い
合
わ
せ
は

（
☎
24
‐
３
２
５
１
）
へ

 10月１日は「浄化槽の日」です
 年１回は浄化槽の水質検査を受けましょう！

阿南警察署からの
お願い
自転車の盗難防止に
ご協力ください

　阿南警察署管内では、量販店
やＪＲの駅などの駐輪場におけ
る鍵がかけられていない自転車
が盗難被害にあう割合が高く
なっています。盗難を防止する
ため、自転車をとめる際には、
鍵を必ずかけましょう。また、
自転車に名前を書いたシールを
貼るなど盗難にあわないようご
協力をお願いします。

問い合わせは　
阿南警察署

（☎22−0110）へ



もうお済みですか!
住宅用火災警報器の設置
　住宅用火災警報器の設置は、平成23年６月１日に
義務化されています。「自分の身は自分で守る」の第
一歩は住宅用火災警報器の設置から! まだお済みでな
い方は、急いで設置してください。

設置場所
•すべての寝室
•２階に寝室がある　
　場合は階段にも必要
•台所など（任意設置）
※煙式の感知器は、　
　熱式より早く感知し
　ます。
取扱販売店　消防用設
備用品店、家電販売店、ホームセンターで販売され
ています。
問い合わせは　消防本部予防課（☎22−3799）へ
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日時　10月28日㈰　9：30～ 14：00　
　　　※小雨決行
場所　阿南工業高等専門学校（見能林町）
内容　・こどもの発表
　 　 ・こどものあそび
　 　 ・こどもの実験・観察
　 　 ・こどものものづくり
　 　 ・こどもの大型体験
入場　無料
　野外ステージでは、開会宣言後、市内の幼・小中学
校の皆さんが特技を発表。屋外広場では、ミニＳＬや
ユンボなど乗り物がいっぱい。体育館では、万華鏡や
空気砲作り、大型絵本、紙芝居で遊ぼうなど多数。
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利
用ください。
問い合わせは　生涯学習課（☎22−3391）へ

阿南市こどもフェスティバル
みんな集まれ ! たのしく・ワクワク

夢にチャレンジ !

■展示コーナー　10：00 ～ 20：00
※初日と最終日は開催時間が異なります。
○趣味の手織り親子展　２日㈫～ 14日㈰
○ちりめん遊びと掛軸のコ・ラ・ボ
　16日㈫～ 28日㈰
○織と結び　30日㈫～ 11月11日㈰

■体験コーナー　   　
○エコバッグ・エココサージュ作り体験
　７日㈰　13：30 ～ 15：00
　【定員】20人【持参物】ハサミ、ボンド、
　千枚通し、スティックのり等　　
○アロマ体験
　13日㈯　13：00 ～ 15：00
　【参加費】2,500円　【定員】５組10人　
　【持参物】筆記用具
　【申込締切日】10日㈬
○楽しくプリ・フラアレンジ
　21日㈰　13：00 ～ 15：00
　【参加費】2,500円　【定員】10人　
　【持参物】ハサミ（細いワイヤーが切れるもの）
　【申込締切日】18日㈭

10月の催し

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作りを
常時開催中‼

問い合わせは　
光のまちステーションプラザ（☎ 24－3141）へ

10月の
日程

○第２回西日本あかつき野球大会
　６日㈯・７日㈰　8：30 ～

問い合わせは　
野球のまち推進課（☎ 22－1297）へ

第10回

のまちステーションプラザ 



10月１日から
水道料金等に関する業務を民間委託します

　阿南市では、サービスの一層の向上と経営の効率化を図るため、水道料金等に関する業務
を民間の専門業者に委託します。

　10月１日から水道料金等に関するお手続き、お問い合わせ等は、「阿南市水道料金お客様センター」までお願
いします。民間業者の従業員が、受付や料金に関する業務を行います。各住民センターおよび支所での水道料金
等の支払に関する業務等は、引き続き行います。

※今回の委託を実施するにあたり、お客様に
あらためてお手続きをいただくことはありません。

◇ 水道料金お客様センター窓口・電話での水道の使用開始や使用中止届出等の受付業務
◇ 水道料金等の収納業務および徴収業務
◇ 督促状、催告書等の作成発送業務

◎ 営業時間は月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分までとなります。
◎ 電話、インターネットによる開閉栓の受付を行います。市のホームページから申込できます。
◎ 開閉栓手数料は、引き続き無料です。

水道料金徴収等業務受託者
株式会社ジェネッツ
〒779-1235 阿南市那賀川町苅屋323番地
阿南市役所 那賀川支所 水道部業務課内
☎22‒0587　FAX23‒6073
※土・日曜日、祝日、年末年始は休業とさ
せていただきます。
※業務委託に関してご不明な点がござい
ましたら、水道部業務課（☎22‒0587）
までお問い合わせください。

　㈱ジェネッツの社員は、阿南市が発行した
受託者証及び身分証明書を携帯しています。
水道部や委託業者の名前をかたった悪徳商
法や勧誘などには、十分ご注意ください。
　万が一ご不審な点がありましたら、証明書
の提示を求めるか、水道部業務課までご確
認ください。

※委託にあたっては、委託者の阿南市と受託者の㈱ジェネッツ
の双方が個人情報の取扱いの重要性を十分認識し、個人情報の
保護対策に万全を期してまいります。

委託する主な業務

水道料金お客様センターのサービス内容

阿南市水道料金お客様センター（㈱ジェネッツ　阿南営業所）
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お客様センター
（那賀川支所）

市役所


